
 

 

１ 概要 

竹原市と社会福祉法人竹原市社会福祉協議会は，「竹原市被災者生活サポートボランテ

ィアセンターの設置・運営に関する協定」を締結します。 

   

２ 協定締結式 

 〇 日時 令和５年５月３１日（水）１４時００分から 

 〇 場所 竹原市役所２階 市長公室（竹原市中央五丁目１番３５号） 

  

３ 要旨 

   災害時におけるボランティア活動を円滑に実施するための協定を締結し，災害対応力の

強化を図るものです。 

 

４ 協定の主な内容 

  ⑴ 平時，災害時におけるボランティア活動に関する連携協力について 

  ⑵ 竹原市被災者生活サポートボランティアセンターの設置・運営について 

  ⑶ 竹原市被災者生活サポートボランティアセンターの設置・運営に関する費用負担に 

ついて 

 

 

 

 

 

 

問い合わせ 

 総務企画部 危機管理課  担当：中谷 
 ＴＥＬ0846-22-2283 ＦＡＸ0846-22-8579 

 

元気と笑顔が織り成す 暮らし誇らし、竹原市。 
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